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第一部 【企業情報】 

 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 

回次 
第９期 

 第２四半期累計期間 

会計期間 
自  2021年１月１日 

 至  2021年６月30日 

売上高 (千円) 508,685 

経常利益 (千円) 32,574 

四半期純利益 (千円) 20,534 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) - 

資本金 (千円) 90,000 

発行済株式総数 (株) 1,480 

純資産額 (千円) 129,117 

総資産額 (千円) 334,455 

１株当たり四半期純利益 (円) 13,874.84 

潜在株式調整後１株当たり 四半期純利益 (円) － 

１株当たり配当額 (円) － 

自己資本比率 (％) 38.6 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 9,952 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △21,174 

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 111,953 

 

回次 
第９期第２四半期 

会計期間 

会計期間 
自 2021年４月１日 
至 2021年６月30日 

１株当たり四半期純利益 (円) 3,014.24 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

３．当社は2021年10月18日付で普通株式１株につき700株の分割を行っております。そこで、東京証券取引所自主

規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第９期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおり

となります。  
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回次 
 

第９期 

 第２四半期累計期間 

決算年月 
 

自  2021年１月１日 

 至  2021年３月31日 

１株当たり当期(四半期)純利益又は１株当た

り当期純損失(△) 
(円) 19.82 

潜在株式調整後 

 １株当たり当期(四半期)純利益金額 
(円) － 

１株当たり配当額 

 (１株当たり中間配当額) 
(円) 

－ 
(－) 

 

２ 【事業の内容】 

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【事業等のリスク】 

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当第２四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

なお、当社は、前第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間と

の比較分析は行っておりません。  

 

(1) 経営成績の状況 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症による影響から早期に回復した中国経

済の拡大や米国経済の持ち直し、また弱いながらも日本・欧州などの経済の持ち直しの動きが継続し、世界経済が

徐々に回復しつつある状況となっております。しかしながら、各国において新型コロナウイルス感染症の再拡大や感

染力の強い変異ウイルスの感染拡大も発生しており、感染の収束は未だ見通せず、経済への影響が長期化することも

懸念され、先行き不透明な状況が継続しております。 

当社が属する医療業界における訪問看護マーケットは大きく落ち込むことはなく、比較的安定した推移を見せてお

ります。しかしながら、感染症拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、感染の動

向が国内外経済及び訪問看護市場に与える影響を予測することが極めて困難な状況にあります。 

このような状況のもと、当社は「もう一人のあたたかい家族として在宅生活の安心を届け地域社会へ貢献します」

という企業理念のもと、利用者様に寄り添った訪問看護をより多くの方に享受いただけるよう、人材確保と出店に取

り組んでおります。 

収益性の向上、人材確保に注力するとともに2021年３月に小平に新規拠点を開設しました。以上の結果、当第２四

半期累計期間における売上高は508,685千円となりました。利益面では、事業所従業員の採用による、採用費負担や

人件費負担の増加などの影響はありましたが、一方で月間訪問件数の増加により営業利益は27,577千円となりました。 

経常利益についてはテレワークの助成金、中山間地域へのサービス提供に係る補助金等の助成金収入を計上したこ

と等により32,574千円となり、四半期純利益は20,534千円となりました。 

なお、当社は訪問看護事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載をしておりません。 

 

(2) 財政状態の分析 

(流動資産) 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は309,842千円(前事業年度末残高305,245千円)となり、前事業年

度末に比べ4,597千円増加いたしました。これは主に、売上高増加に伴い売掛金が30,186千円増加したものの、一方

で現金及び預金が12,622千円、前払費用が7,191千円、未収入金が4,213千円減少したことによるものであります。 

 

(固定資産) 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は24,613千円(前事業年度末残高32,531千円)となり、前事業年度

末に比べ7,918千円減少いたしました。これは主に、繰越欠損金の減少等により、繰延税金資産が8,907千円減少した

ことにより、投資その他の資産が8,189千円減少したことによるものであります。 

 

(流動負債) 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は134,744千円(前事業年度末残高145,901千円)となり、前事業年

度末に比べ11,156千円減少いたしました。これは主に、賞与引当金が16,618千円増加した一方で、未払金が14,201千

円、預り金が7,224千円、一年内返済予定の長期借入金が4,207千円減少したことによるものであります。 

 

(固定負債) 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は70,593千円(前事業年度末残高83,292千円)となり、前事業年度

末に比べ12,698千円減少いたしました。その主な要因は、退職給付引当金が3,268千円増加した一方で、借入金の返
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済により長期借入金が16,967千円減少したことによるものであります。 

 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は129,117千円(前事業年度末残高108,582千円)となり、前事業年度

末に比べ20,534千円増加いたしました。その要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が20,534千円増加したこ

とによるものです。 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）

は111,953千円となり、前事業年度末に比べて12,622千円減少しました。 

なお、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,952千円の資金増加となりました。これは主に税引前四半期純利益を

32,574千円計上し、また賞与引当金の増加額が16,618千円となったものの、売上高増加に伴う売上債権の増加額が

30,186千円、従業員に係る社会保険料等の未払金の減少額が14,201千円となったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,400千円の資金減少となりました。これは主に支店における車両等の有

形固定資産の取得による支出が882千円あったほか、新拠点の事務所などに係る差入保証金の差入れによる支出が562

千円あったことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、21,174千円の資金減少となりました。これは長期借入金の返済による支出

額が21,174千円となったことによるものです。  

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

 

(5) 研究開発活動 

当第２四半期累計期間において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。 

 

(6) 従業員数 

当第２四半期累計期間において、当社の従業員数(正社員数)は業容拡大により、前事業年度末と比べ35名増加し、

157名となりました。 

 

(7) 販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 販売高(千円) 

訪問看護事業 508,685 

合      計 508,685 

(注) １．当社は単一セグメントであるため、事業部門別の実績を記載しております。 

２．当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 
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相手先 販売高(千円) 割合(％) 

東京都国民健康保険団体連合会 262,727 51.6 

高知県国民健康保険団体連合会 49,273 9.7 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 5,000,000 

計 5,000,000 

（注）2021年９月16日開催の取締役会決議により、2021年10月18日開催の臨時株主総会にて株式分割に伴う定款の変更

を行い、発行可能株式総数は4,000,000株増加し、5,000,000株となっております。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(2021年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2021年12月28日) 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 1,480 1,316,000 非上場 

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であ
り、単元株式数は100株でありま
す。 

計 1,480 1,316,000 ― ― 

(注) １．2021年９月16日開催の取締役会決議により、2021年10月18日付で普通株式１株につき700株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は1,314,120株増加し、1,316,000株となっております。 

２．2021年10月18日開催の臨時株主総会にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする

単元株制度を導入しております。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

 

① 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2021年６月30日 － 1,480 － 90,000 － 76,000 

 

 

(5) 【大株主の状況】 

 
  2021年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式（自
己株式を除

く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％） 

NVCC7号投資事業有限責任組合 
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 丸の
内ビルディング34階 

370 25.00 

大河原 峻 東京都渋谷区 310 20.95 

株式会社水島酸素商会 兵庫県神戸市兵庫区高松町２番28号 200 13.51 

SKコンサルティング株式会社 
東京都港区芝三丁目８番２号ラ・トゥール芝
公園2608号 

200 13.51 

柴田 旬也 東京都文京区 100 6.76 

ニッセイ・キャピタル6号投資事
業有限責任組合 

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号郵船ビ
ルディング 

100 6.76 

リカバリーグループ従業員持株会 
東京都新宿区西新宿六丁目16番12号第一丸善
ビル６階 

100 6.76 

ファイブアイズネットワークス株
式会社 

東京都渋谷区円山町五丁目４番フィールA渋
谷1402号  

40 2.70 

坂田 敦宏 東京都新宿区 20 1.35 

小幡 嘉信 東京都渋谷区 20 1.35 

計 － 1,460 98.65 
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

     2021年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― 
 
― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式  

1,480 
1,480 ― 

単元未満株式 ― ―  

発行済株式総数 1,480 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,480 ― 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 
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２ 【役員の状況】 

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 

（１）新任役員 

役職名 氏名 
生年 
月日 

略歴 任期 

所有株

式数

（株） 

就任年月日 

監査役 伊藤 広樹 1981年 
９月18日 

2007年 12

月 

最高裁判所司法研修所 

修了 弁護士登録 

(注２) - 2021年 
３月25日 

2007年 12

月 

西村あさひ法律事務所  
入所 

2013年８

月 

同所 退所 

2013年９

月 

岩田合同法律事務所  
入所 

2016年１

月 

同所 パートナー (現任) 

2021年３

月 

当社 監査役 (現任) 

（注）１．監査役 伊藤 広樹は社外監査役であります。 

２．監査役の任期は、2021年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 

 男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7%） 
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第４ 【経理の状況】 

 

１  四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。 

 

２  監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に準じて、第２四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年

１月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる四半期レビュ

ーを受けております。 

 

３  四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１ 【四半期財務諸表】 

(1) 【四半期貸借対照表】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2020年12月31日) 
当第２四半期会計期間 
(2021年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 124,575 111,953 

売掛金 162,774 192,961 

前払費用 11,868 4,678 

未収入金 4,618 405 

その他 2,003 532 

貸倒引当金 △595 △687 

流動資産合計 305,245 309,842 

固定資産   

有形固定資産 4,077 4,389 

無形固定資産 394 354 

投資その他の資産 28,059 19,869 

固定資産合計 32,531 24,613 

  資産合計 337,776 334,455 

負債の部   

流動負債   

一年内返済予定の長期借入金 37,017 32,810 

未払金 26,648 12,446 

未払費用 56,931 53,832 

未払法人税等 2,229 3,132 

未払消費税等 332 381 

預り金 21,761 14,536 

賞与引当金 954 17,573 

その他 37 32 

流動負債合計 145,901 134,744 

固定負債   

長期借入金 67,686 50,719 

退職給付引当金 9,716 12,984 

資産除去債務 5,890 6,890 

固定負債合計 83,292 70,593 

負債合計 229,194 205,338 

純資産の部   

株主資本   

資本金 90,000 90,000 

資本剰余金 76,000 76,000 

利益剰余金 △57,417 △36,882 

株主資本合計 108,582 129,117 

純資産合計 108,582 129,117 

負債純資産合計 337,776 334,455 
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(2) 【四半期損益計算書】 

 

【第２四半期累計期間】 

   (単位：千円) 

 当第２四半期累計期間 
（自 2021年１月１日 
至 2021年６月30日） 

売上高 508,685 

売上原価 317,074 

売上総利益 191,052 

販売費及び一般管理費  ※ 163,475 

営業利益 27,577 

営業外収益 

業務受託料 424 

助成金収入 5,239 

その他 11 

営業外収益合計 5,674 

営業外費用  

支払利息 664 

その他 13 

営業外費用合計 677 

経常利益 32,574 

税引前四半期純利益 32,574 

法人税、住民税及び事業税 3,132 

法人税等調整額 8,907 

法人税等合計 12,039 

四半期純利益 20,534 
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

 (単位：千円) 

 

当第2四半期累計期間 

(自  2021年1月1日 

至  2021年6月30日) 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 32,574 

減価償却費 1,610 

貸倒引当金の増減額(△は減少) 92 

賞与引当金の増減額(△は減少) 16,618 

退職給付引当金の増減額(△は減少) 3,268 

支払利息 664 

受取利息及び受取配当金 △0 

助成金収入 △5,239 

売上債権の増減額(△は増加) △30,186 

前払費用の増減額(△は増加) 7,191 

未収入金の増減額(△は増加) 4,213 

未払費用の増減額(△は減少) △2,998 

未払金の増減額(△は減少) △14,201 

未払消費税等の増減額(△は減少) 59 

預り金の増減額(△は減少) △7,224 

その他 1,265 

    小計 7,707 

    利息及び配当金の受取額 0 

    利息の支払額 △765 

    助成金の受取額 5,239 

    法人税等の支払額 △2,229 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,952 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  

    有形固定資産の取得による支出 △882 

    差入保証金の差入れによる支出 △562 

    差入保証金の回収による収入 44 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △1,400 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  

    長期借入金の返済による支出 △21,174 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △21,174 

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,622 

  現金及び現金同等物の期首残高 124,575 

  現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 111,953 
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【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

偶発債務 

当社は、食物誤嚥による窒息で死亡した元利用者の遺族から2019年４月に、損害賠償金及び慰謝料の合計110百

万円超の支払いを求めた訴訟を提起されております。これに対し、当社代理人弁護士は、仮に原告の主張が認め

られた場合でも、元利用者の年齢や認知症の度合を考慮すると、満額に近い認容判決が下されることは考え難い

との見方を示しております。また、審理も継続中であることから、現時点で将来発生した場合の債務の金額を合

理的に見積もることができないため、当該偶発債務に係る損失について引当金は計上しておりません。 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 
 当第２四半期累計期間 
（自  2021年１月１日 

  至  2021年６月30日） 

給与手当 28,347千円 

役員報酬 17,705 〃 

採用関係費 35,450 〃 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり 

であります。 

 

 
当第２四半期累計期間 
(自  2021年１月１日 
至  2021年６月30日) 

現金及び預金 111,953千円 

預入期間が３か月を超える定期預金   － 

現金及び現金同等物 111,953千円 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社は、訪問看護事業のみの単一セグメントであり、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
当第２四半期累計期間 
(自2021年１月１日 
至2021年６月30日) 

１株当たり四半期純利益 19.82円 

(算定上の基礎)  

  四半期純利益(千円) 20,534 

  普通株主に帰属しない金額(千円) － 

  普通株式に係る四半期純利益(千円) 20,534 

  普通株式の期中平均株式数(株) 1,036,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要 

― 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。 

２．当社は、2021年９月16日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年10月18日付で普通株式１株につき700株

の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四

半期純利益を算定しております。 
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(重要な後発事象) 

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更） 

当社は、2021年9月16日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月18日付をもって株式分割を行っております。

また、2021年10月18日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用して

おります。 

１．株式分割、単元株制度の採用の目的 

当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、１単元を

100株とする単元株制度を採用いたします。 

 

２．株式分割の概要 

（１）分割方法 

2021年10月17日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき700株の割合

をもって分割しております。 

（２）分割により増加する株式数 

 株式分割前の発行済株式総数       1,880株 

 株式分割により増加する株式数    1,314,120株 

 株式分割後の発行済株式総数     1,316,000株 

 株式分割後の発行可能株式総数    5,000,000株 

（３）株式分割の日程 

基準日公告日         2021年10月２日 

基準日            2021年10月17日 

効力発生日          2021年10月18日 

（４）１株当たり情報に与える影響 

「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影

響については、当該箇所に反映されております。 

 

３．定款の一部変更 

（１）変更の理由 

 株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2021年10月18日をもって、当社定款の一部を次のと

おり変更致します。 

（２）変更の内容 

変更前 変更後 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、100万株と

する。 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、500万株と

する。 

 

（３）変更の日程 

 定款変更の効力発生日  2021年10月18日 

 

４．単元株制度の採用 

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました 

 

５．その他 

（１）資本金の額の変更 

 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 

（２）新株予約権の行使価額の調整 

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を2021年10月18日以降、以下のとおり 

調整致します。 
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 株主総会決議日 調整前行使価額 調整後行使価額 

第3回新株予約権 2017年2月28日 250,000 358 

第4回新株予約権 2018年3月28日 250,000 358 

 

 

（新株予約権の権利行使） 

当社が発行した「第1回新株予約権」について、2021年10月8日に権利行使が行われており、その概要は以下

のとおりであります。 

 １新株予約権の行使個数      ４個 

 ２発行した株式の種類及び株式数  普通株式 280,000株（株式分割考慮後） 

 ３資本金の増加額         10,000千円 

 ４資本準備金の増加額       10,000千円 
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２ 【その他】 

該当事項はありません。 
  



― 19 ― 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

 

該当事項はありません。 
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